
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
六
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

代
表
者
の
氏
名

眞

貝

浩

司

玉

井

孝

治

自

由

民

主

党

令

和

七

年

眞

貝

浩

司

板

野

町

支

部

主
た
る
事
務
所
の

板
野
郡
板
野
町
川
端
鷭
ヶ
須

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
東
八
幡

十

一

月

十

二

日

所
在
地

三
一－

一

二
二

立

憲

民

主

党

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

高

橋

永

山

川

誠

加

村

祐

志

徳

島

県

第

１

区

総

支

部

氏
名

十

二

月

八

日

代
表
者
の
氏
名

梶

原

一

哉

古

川

広

志

令

和

七

年

公

明

党

徳

島

県

本

部

梶

原

一

哉

会
計
責
任
者
の

十

二

月

十

日

藤

田

真

由

美

梶

原

一

哉

氏
名

自

由

民

主

党

主
た
る
事
務
所
の

令

和

七

年

美

崎

順

子

徳
島
市
両
国
本
町
一
丁
目
一
七

徳
島
市
一
番
町
三－

二
二

２
１
世
紀
徳
島
を
つ
く
る
会

所
在
地

十

二

月

十

二

日



二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

主
た
る
事
務
所
の

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
住
吉
本

阿
波
市
市
場
町
山
野
上
字
大
西

令

和

七

年

か
し
は
ら
こ
う
じ
後
援
会

樫

原

浩

二

所
在
地

二
二
七－

一

一
八
一－

一

十
一
月
二
十
八
日

代
表
者
の
氏
名

石

川

惠

原

田

健

資

令

和

七

年

原

田

け

ん

じ

後

援

会

石

川

惠

会
計
責
任
者
の

十

月

十

七

日

石

川

惠

原

田

健

資

氏
名

令

和

七

年

細

川

健

一

後

援

会

藤

田

啓

二

代
表
者
の
氏
名

藤

田

啓

二

西

浦

始

十
二
月
二
十
二
日

会
計
責
任
者
の

令

和

八

年

総

合

政

策

懇

話

会

福

山

守

伊

澤

良

和

福

山

守

氏
名

一

月

八

日


